
様式第一号

法人名　　医療法人社団KNI 2 3 9 8

所在地　　東京都八王子市大和田町1-7-23

　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

医療法人番号

貸   借   対   照   表

（令和3年3月31日現在）

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

Ⅰ　流　動　資　産 1,428,826 Ⅰ　流　動　負　債 1,826,935

現 金 及 び 預 金 732,027 買 掛 金 229,711

医 業 未 収 金 613,023 未 払 金 8,087

未 収 入 金 56,088 未 払 費 用 109,017

た な 卸 資 産 21,737

短 期 借 入 金 1,075,000

前 払 費 用 9,333

その他の流動資産 598

1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 258,376

貸 倒 引 当 金 △ 3,982

未 払 法 人 税 等 385

未 払 消 費 税 等 4,709

役 員 短 期 借 入 金 30,000

Ⅱ　固　定　資　産 6,078,067

賞 与 引 当 金 81,622

5,961,742

預 り 金 15,539

建 物 4,304,356

職 員 預 り 金 14,451

構 築 物 11,720 その他の流動負債 0

医 療 用 器 械 備 品 1,365

その他の器械備品 38,020 4,411,044Ⅱ　固　定　負　債

土 地 1,606,279 長 期 借 入 金 4,274,589

退 職 給 付 引 当 金 136,455

電 話 加 入 権 1,189

金　　　額

89,905 83,055

26,419

ソ フ ト ウ ェ ア 25,230 6,237,980

科　　　目

負　債　合　計

Ⅰ　出　資　金

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券 270 1,185,858

出 資 金 16,000 1,185,858

長 期 前 払 費 用 9,758

繰 越 利 益 積 立 金

Ⅱ　積　立　金

純 資 産 合 計

負債・純資産合計

純 資 産 の 部

1,268,913

資　産　合　計 7,506,893 7,506,893

繰 延 税 金 資 産 60,512

その他の固定資産 3,364

医療法第51条第2項該当法人



様式第二号

法人名　　医療法人社団KNI 2 3 9 8

所在地　　東京都八王子市大和田町1-7-23

（単位：千円）

Ⅰ　事　業　損　益

Ａ　本来業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

(１)事　　業　　費

(２)本　　部　　費

Ｂ　附帯業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ⅱ　事 業 外 収 益

Ⅲ　事 業 外 費 用

Ⅳ　特　別　利　益

Ⅴ　特　別　損　失

固定資産圧縮損 42,000

支 払 利 息 61,359

損 害 賠 償 金 40,568

その他の事業外費用 7,762 109,691

損 害 保 険 金 37,715

管 理 手 数 料 10,846

その他の事業外収益 19,597 77,031

当 期 純 損 失 36,076

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 452

法 人 税 等 調 整 額 △ 17,544 △ 17,092

税 引 前 当 期 純 損 失 53,168

経 常 損 失 32,697

施設整備補助金収益 42,000 42,000

退職給付引当金繰入額 20,471 62,471

家 賃 寮 費 8,536

受 取 利 息 334

事 業 損 失 37

附帯業務事業損失 3,438

21,510

24,948

医療法人番号

損   益   計   算   書

（自　令和2年4月1日　　至　令和3年3月31日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

4,008,679

本来業務事業利益

4,005,278

－ 4,005,278

3,400

医療法第51条第2項該当法人



重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

① その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日末日の市場価額等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

 

（２）たな卸資産 

 最終仕入原価法 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）、並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及

び構築物については定額法を採用しております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。ただし、ソフトウェア（法人内使用分）について

は、法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって 

おります。 

 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー

ス取引開始日の前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であるため、賃貸借

処理によっております。 

 

３ 引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

前々会計年度末日の負債総額が200億円未満であることから、法人税法（昭和

40年法律第34号）における貸倒引当金の繰入限度相当額を計上しております。 



（２）賞与引当金 

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上し

ております。 

 

（３）退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務を簡便法

（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計

算し、計上しております。 

また、会計基準適用時差異は、15年の定額法により費用処理しております。 

なお、前々会計年度末の負債総額は200億円未満であります。 

 

４ 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。 

 

５ その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項 

（１）補助金等の会計処理 

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、受取った会計年度

に一括して収益として計上しております。 

なお、対象となる固定資産について法人税法上の圧縮記帳が認められている 

場合は、固定資産を直接減額する方法によって処理しております。 

 

６ 担保に供されている資産に関する事項  

【担保に供されている資産】 

科目 金額（千円） 

土地 1,606,279 

建物 3,551,161 

計 5,157,440 

   

【担保に係る債務】 

科目 金額（千円） 

短期借入金 - 

長期借入金（1年以内返済予定を含む） 4,532,965 

計 4,532,965 

 

 



７ 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項 

（１）法人である関係事業者 

種類 名称 所在地 

資産 

総額 

(千円) 

事業

内容 

関係事業 

との関係 

取引の

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

当該医療

法人の役

員が代表

者である

法人 

有限会社

ソーシャ

ルケアユ

ニット 

東京都八王

子市大和田

町1-17-9サ

ンﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

202 

74,896 リネンサ

プライ 

喫茶店の

運営 

メディカ

ルセット

の 

販売管理 

カフェテ

リア管理 

管 理 手

数料 

（注１） 

10,675 未収

入金 

883 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） メディカルセット（入院患者が使用するリネンサプライなど）の発注管

理や、販売品の売上代金の回収、喫茶店の運営に関する管理手数料（水

道光熱費など）として支払っております。金額は、市場実勢等を勘案

し、実稼動病床数に応じて設定しております。支払条件は、月末締め翌

月末払いとしております。 

 

（２）個人である関係事業者 

該当なし 

 

８ その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項 

（１）賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引 

科目 リース料総額（千円） 未経過リース料（千円） 

医療用器械備品 602,685 260,901 

その他の器械備品 151,537 76,327 

計 754,222 337,228 

 

（２）退職給付に係る会計基準の適用時差異の未処理残高及び残存処理年数 

会計基準適用時差異の未処理残高（千円） 245,654 

残存処理年数 12年 

 

（３）繰延税金資産の主な発生原因別内訳 

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金及び退職給付引当金の否認額

であります。 

 



（４）直接控除した有形固定資産の減価償却累計額 2,321,601千円 

 


